
5月28日(日)に、県青少年

会館において第94回茨高教

組定期大会が開催されまし

た。以下は、今回の大会で

議論された内容です。

（1）勤務時間把握ソフト

「きんむくん」

6月から導入されたきんむく

んについて、参加した代議員

から多くの発言がありました。

「きんむくん」導入の目的が

管理職から明確に伝えられて

いない。「きんむくん」導入

から運用まで時間がなく、試

行期間をもっととっても良い

のではないか？管理だけが強

化され、超過勤務の解消に本

当に繋がるのか？今まで毎年

６月１０月と超過勤務の調査

をしてきたが、それと何が違

うのか？今まで調査をしてき

たが、何ら改善されてはおら

ず今回も方法が変わっても何

も変わらないのではないか？

といった導入に疑問を持つ意

見がたくさん出されました。

他にも、２４時間電源を入れっ

ぱなしにしておかないといけ

ないのか？PCの電源がおちたら

どうなるのか？

職員数が多く1台で対応しき

れるのか？間違って入力して

しまったらどうするのか？な

ど、「きんむきん」のシステ

ム自体の疑問点など、導入に

あたっての率直な質問なども

出されました。

一方で、今まで管理職が職

員の勤務時間をきちんと把握

していなかったのが長時間労

働に繋がっており、年間を通

して勤務時間を記録すること

が必要だというような意見も

出されました。

さらに、部活動顧問の問題

に絡めた発言もありました。

超過勤務解消といっても、部

活動の顧問をしていて、目の

前に生徒がいれば、時間だか

らと言って帰ってしまうこと

はできない。その問題を解決

しない限り、超過勤務をなく

すことは難しいといった、切

実な声もありました。

今回のきんむくんの導入は、

３月１８日に文科省より出され

た通達を受けてのものです。

文科省通達では、労働安全衛

生法の改正により、教育委員

会や管理職の勤務時間管理の

責務が明確にされています。

通達では自己申告方式では

なく、ICTの活用やタイムカー

ドなどで、勤務時間を客観的

に把握し、集計できるシステ

ムを直ちに構築するようにと

あります。

また、公立学校の教師の勤

務時間の上限に関するガイド

ラインをふまえて取り組みを

進めるようにとしています。

勤務時間管理と合わせて、

超過勤務の実態を把握し、改

善につなげていくことを目的

としています。

超過勤務に関しては、振り

替えをして超過した分の時間

を休めるような取り組みが必

要です。

いずれにしても、「きんむ

きん」には多くの改善すべき

点が含まれていることから、

組合としては早急に県教委と

交渉を持つ予定です。

（2）修学旅行引率時の個

人持ち出し

修学旅行は学校行事で、仕

事として引率しているにもか

かわらず、自腹を切るのはお

かしいのではないかという発

言がありました。

職務として行っている修学

旅行で、個人負担をせざるを

得ない状況は、見過ごせない

問題です。修学旅行に係る教

職員の個人負担については県

の規定も含めて改善の必要が

あると考えています。情報を

お寄せください。

（3）年休等の権利

特別休暇など権利面が一目

でわかるようなものや、以前

のニュースに掲載した、半日

や時間休を取る際の年休簿の

書き方のサンプルがほしい、

といった要望も出されました。

組合としては、今年も権利

パンフレットを作成して配布

する予定です。

（4）専門部から

実習教員部からは、学校で

の仕事で実習教員の負担が大

きく、実態を把握し分担を明

確にする必要があるという意

見が出されました。

臨時教職員部からは、非常

勤講師のテスト採点に賃金が

支給されていない問題につい

て問題提起がありました。

障害児学校部からは、学習

会を定期的に開催し教育実践

を創る、といった発言があり

ました。

（5）分会の活動から

多忙化解消に向けた要求書

を作り、管理職と懇談をして

いる取り組みや、職場アンケー

トを実施して改善を図ってい

る取り組みなどが報告されま

した。
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茨城県教育委員会は、今年

夏に実施予定の2020年教員採用

試験から、採用時点の年齢上

限をこれまでの44歳から59歳に

引き上げることを発表しまし

た。新聞報道では、茨城県教

育委員会が59歳に引き上げた理

由を「多様な人財を確保する

ため」としています。

組合は、埼玉県が10年以上前

から年齢上限を59歳にしていた

ことを踏まえて、年齢上限を59

歳にするよう要求してきました。

しかし、組合の要求はなかなか

実現しませんでした。

今年になって何故実現したの

かを考えてみると、最近の傾向

として教員志望者が減って、採

用試験の倍率が下がっているこ

とが大きな理由ではないかとい

うことです。事実、県教育委員

会はいろいろなとりくみをして、

採用試験受験者を増やそうとし

てきました。

当然のことながら、講師とし

て働いている先生方は、正規と

同じような仕事をして、教員と

しての経験も積んでいるのです

から、年齢を理由に採用試験の

対象にしない方がおかしな話で

す。44歳という上限は、優秀で

経験豊かな教員を採用する足か

せになってしまっていたという

ことです。

上限規制がなくなったのです

から、講師の先生方は積極的に

採用試験を受験すべきです。し

かし、そのためには採用試験の

勉強の時間をいかに確保するか

が問題です。

同じ学校に長く勤めている講

師の先生方は、経験豊かである

ことから頼りにされている仕事

が多くなっています。個人では

断り切れないという場合も多い

のではないでしょうか。

職場での組織的な援助を

採用試験は7月ですから、それ

までの期間は仕事の分担をして

講師の先生方が採用試験に集中

できるようにすべきです。

採用試験に合格するためには、

定時退勤ができる職場環境を作っ

ていく必要がありますが、管理

職のリーダーシップと同僚の教

職員の合意、支援が欠かせませ

ん。

上限規制をなくしても、採用

試験受験者を増やしたいという

のが流れです。講師の先生方は

定時退勤をして、積極的に精力

的に採用試験に挑戦して、正規

教員をめざすべきです。

昼休みは何故45分？

学校の昼休みは、全国どこで

も45分ですが、これは何故かと

いうことから今日の話は始まり

ます。

当然のことながら、昼休みは

生徒に取っては昼食の時間であ

り、休憩の時間であり、友情や

恋愛感情を育むかけがいのない

時間でもあります。

当然のことながら、45分を規

定しているのは労働者である教

職員の働き方を規定している労

働基準法です。

労働基準法は、「1日の労働時

間が6時間を超える場合は最低45

分、8時間を超える場合は最低60

分の休憩時間を、労働時間の途

中で与えなくてはいけない」と

定めています。

つまり、生徒にとっての昼休

みは、教職員にとっては休憩時

間だということです。休憩時間

の原則は、時間の規定も含めて

「一斉に与えること」と「労働

者の自由にて利用させること」

が3原則です。

「自由利用」が原則になって

いるのは、休憩時間が賃金の対

象になっていないためであるこ

とをきちんと理解する必要があ

ります。

午後年休を取る場合は？

午前中の授業が終わって、午

後年休を取る場合は、当然のこ

とながら休憩時間である昼休み

の時間から学校を出て構いませ

ん。休憩時間は、自由利用が原

則ですから、年休時間に入れる

必要はありません。午後半日年

休を取る場合、昼休みが終わる

のを待って、学校を出るという

必要は全くありません。

特別支援学校の場合は？

特別支援学校では、昼休みが

生徒の給食指導などで勤務が入

るために、生徒が下校後の3時15

分から4時までの45分を休憩時間

にしている学校が増えています。

当然のことながら、4時から年

休を取る場合、休憩時間が始ま

る3時15分に学校を出ることは全

く問題はありません。

「3時15分に学校を出ること

は問題だ」と言う管理職は労働

基準法に反する指示をするコン

プライアンス違反者です。また、

そのような職場の実態を放置す

ることもコンプライアンス違反

です。

本来は管理職の職務

勤務時間や年休の取り方など

については、本来は管理職が新

採者をはじめ職場の教職員に丁

寧に説明する必要があり、管理

職（特に教頭）の職務です。

とき 7月20日(土)10:00～

場所 総合福祉会館

(水戸市）

内容 4～7月の職場の問題

を話し合いましょう。

とき 7月27日(土)13:30～

場所 ワークヒル土浦

内容 「36協定で職場づく

り、仲間作り」

講師 黒澤幸一

（全労連事務局次長）

＊今年茨城県の事務職、

現業職員等に導入された

36協定について、じっく

り学ぶ機会です。
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